
  

医療法第６条の 12 により、管理者は、医療の安全を確保するための指針の策定、従業員に対する研修

の実施をなど医療の安全確保をするための措置を講じなければなりません。具体的措置として、①医療

安全、②院内感染対策、③医薬品安全管理、④医療機器安全管理の体制確保、検体検査精度管理、医療

ガス安全管理、診療用放射線に係る安全管理が義務付けられています。２０２３年 5 月に策定された

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」（第 6.0 版）では、オンライン資格確認の導入

が原則義務化されたことによりサイバー攻撃に対する対策を向くメタセキュリティ対策が求められてい

ます。医療の安全を確保する措置について研修会を実施いたします。 

医療安全管理対策研修 
～医療機関の管理者に求められる医療の安全を確保する措置～ 


